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問
審
議
会
を
設
置
す
る
背
景
。

答
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創

生
法
第
10
条
第
１
項
に
規
定

す
る
総
合
戦
略
の
策
定
に
つ

い
て
は
、
国
等
の
総
合
戦
略

を
踏
ま
え
る
と
と
も
に
、
広

く
関
係
者
の
意
見
が
反
映
さ

れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
重

要
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
、
学
識
経
験
者
等
か

ら
構
成
さ
れ
る
審
議
会
を
設

置
す
る
も
の
で
あ
る
。

問
審
議
会
委
員
の
構
成
は
。

答
学
識
経
験
者
、
市
内
の
公

共
的
団
体
等
の
代
表
者
、
市

内
の
金
融
機
関
の
代
表
者
に

よ
る
組
織
を
予
定
し
て
い
る
。

問
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
チ
ー
ム

を
設
置
し
た
理
由
は
。

答
本
市
の
地
方
創
生
を
進
め

る
た
め
の
必
要
な
総
合
戦
略

を
策
定
す
る
た
め
、
ま
た
職

員
そ
れ
ぞ
れ
の
職
務
経
験
を

踏
ま
え
た
広
い
視
野
や
能
力
、

柔
軟
な
発
想
を
生
か
す
と
と

も
に
、
組
織
の
枠
に
と
ら
わ

れ
な
い
検
討
が
行
わ
れ
る
よ

う
設
置
し
た
も
の
で
あ
る
。

問
川
越
市
の
地
方
創
生
の
取

組
に
要
す
る
経
費
に
つ
い
て
、

ど
の
よ
う
な
財
政
支
援
を
予

定
し
て
い
る
の
か
？

答
平
成
26
年
度
に
国
の
補
正

予
算
で
地
域
活
性
化
・
地
域

住
民
生
活
等
緊
急
支
援
交
付

金
が
創
設
さ
れ
た
と
こ
ろ
で

あ
り
、
平
成
27
年
度
以
降
に

つ
い
て
は
税
制
措
置
や
地
方

交
付
税
制
度
、
新
型
交
付
金

の
創
設
に
よ
り
、
財
政
支
援

を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

問
国
の
情
報
支
援
「
リ
ー
サ

ス
」
を
ど
の
よ
う
に
活
用
す

る
の
か
？

答
有
効
な
情
報
の
一
つ
と
し

て
、
審
議
会
に
提
供
す
る
な

ど
活
用
し
た
い
と
考
え
て
い

る
。

問
人
口
減
少
対
策
、
若
者
雇

用
支
援
、
策
定
の
課
題
は
ど

の
よ
う
に
扱
わ
れ
る
の
か
？

答
審
議
会
に
お
い
て
、
人
口

減
少
や
雇
用
支
援
な
ど
の
視

点
や
効
果
な
ど
を
多
角
的
に

審
議
し
て
い
た
だ
く
予
定
で

あ
る
。

問
審
議
会
の
委
員
と
し
て
位

置
付
け
ら
れ
て
い
る
金
融
機

関
の
主
な
役
割
は
。

答
企
業
等
へ
の
融
資
に
係
る

支
援
策
な
ど
へ
の
関
わ
り
や
、

地
域
の
経
済
分
析
や
地
域
資

源
を
活
用
し
た
事
業
化
に
係

る
ノ
ウ
ハ
ウ
の
活
用
な
ど
に

つ
い
て
の
役
割
を
期
待
し
て

い
る
。

問
本
市
の
総
合
戦
略
を
策
定

す
る
時
期
は
い
つ
か
。

答
平
成
27
年
10
月
末
を
目
途

に
策
定
し
て
い
く
必
要
が
あ

る
と
考
え
て
い
る
。

問
現
在
設
置
し
て
い
る
総
合

計
画
審
議
会
で
総
合
戦
略
を

審
議
す
る
こ
と
の
検
討
は
。

答
総
合
計
画
審
議
会
は
諮
問

す
る
こ
と
が
で
き
る
内
容
が

特
定
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、

今
後
の
日
程
や
審
議
内
容
等

を
勘
案
す
る
と
、
こ
れ
以
上

の
審
議
内
容
を
増
や
す
こ
と

は
困
難
で
あ
る
と
判
断
し
、

新
た
に
総
合
戦
略
を
審
議
す

る
附
属
機
関
を
設
置
す
る
も

の
で
あ
る
。

問
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
に
関

す
る
罰
則
規
定
は

答
番
号
法
に
お
い
て
、
正
当

な
理
由
な
く
特
定
個
人
情
報

フ
ァ
イ
ル
を
提
供
し
た
と
き

は
４
年
以
下
の
懲
役
も
し
く

は
２
０
０
万
円
以
下
の
罰
金

を
科
す
な
ど
、
個
人
情
報
の

保
護
に
関
す
る
他
の
法
律
よ

り
罰
則
が
強
化
さ
れ
て
い
る
。

問
民
間
事
業
者
が
扱
う
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
の
安
全
管
理
は

答
番
号
法
に
お
い
て
、
民
間

事
業
者
は
特
定
個
人
情
報
を

問
介
護
保
険
料
の
軽
減
は
ど

の
よ
う
な
も
の
か
。

答
介
護
保
険
料
第
１
段
階
の

基
準
額
に
対
す
る
割
合
を
現

行
の
０
・
45
か
ら
０
・
05
引

き
下
げ
、
０
・
40
に
軽
減
す

る
も
の
で
あ
る
。
具
体
的
に

は
、
年
額
で
２
９
０
０
円
の

軽
減
と
な
る
。

問
市
の
基
準
額
及
び
軽
減
後

取
り
扱
う
従
事
者
や
委
託
先

に
対
し
て
必
要
か
つ
適
切
な

監
督
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
、

不
正
な
取
り
扱
い
が
あ
っ
た

場
合
は
罰
則
も
適
用
さ
れ
る
。

問
市
職
員
に
対
す
る
安
全
管

理
対
策
は

答
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
取
り
扱

う
シ
ス
テ
ム
に
関
し
、
職
員

が
ア
ク
セ
ス
し
た
記
録
「
ロ

グ
」
を
残
す
な
ど
管
理
体
制

の
強
化
を
図
る
。
全
部
署
を

対
象
に
研
修
会
を
実
施
し
安

全
管
理
の
徹
底
に
努
め
る
。

の
第
１
段
階
保
険
料
額
は
、

県
内
自
治
体
で
何
番
目
か
。

答
基
準
額
で
は
、
上
か
ら
19

番
目
、
軽
減
後
の
第
１
段
階

の
保
険
料
は
、
上
か
ら
48
番

目
と
な
る
。

問
平
成
29
年
度
以
降
さ
ら
な

る
軽
減
が
予
定
さ
れ
て
い
る

が
内
容
を
伺
う
。

�

（
次
ペ
ー
ジ
へ
）

図書室委員会
　図書室委員会では、議会図
書室の整備及び運営に関し、
協議を行います。
委　員　長　　明ヶ戸亮太
副委員長　　吉敷賢一郎
委　　員　　奥貫　真紀
委　　員　　小高　浩行
委　　員　　長田　雅基
委　　員　　伊藤　正子
委　　員　　小林　　薫
委　　員　　山木　綾子

広報紙編集委員会
　広報紙編集委員会では、議
会だよりの編集に関し、協議
を行います。
委　員　長　　髙橋　　剛
副委員長　　岸　　啓祐
委　　員　　田畑たき子
委　　員　　樋口　直喜
委　　員　　池浜あけみ
委　　員　　中原　秀文
委　　員　　小林　　薫
委　　員　　片野　広隆

政務活動費経理責任者会議
　政務活動費経理責任者会議
では、政務活動費の適正な使
途に関し、協議を行います。
座　　長　　関口　　勇
　　　　　　吉田　光雄
　　　　　　荻窪　利充
　　　　　　小ノ澤哲也
　　　　　　今野　英子
　　　　　　中原　秀文
　　　　　　樋口　直喜
　　　　　　髙橋　　剛
　　　　　　片野　広隆
　　　　　　小林　　薫

※この会議は、議長、副議長
及び各会派の経理責任者で構
成されています。

そ
の
他
の
会
議

　

各
委
員
会
の
構
成
が
次
の
と
お
り
決
ま
り
ま
し
た
。

議
案
第
43
号

ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
総
合
戦
略
審
議
会
条
例

【
自
由
民
主
党
】【
政
晴
会
】【
公
明
党
】

議
案
第
45
号

個
人
情
報
保
護
条
例
の
一
部
改
正

【
日
本
共
産
党
】

議
案
第
46
号

介
護
保
険
条
例
の
一
部
改
正

【
日
本
共
産
党
】

議　 案

番　 号

（採決順）

議　　案　　名
議　決

結　果

会派等の賛否

自
由
民
主
党

公
明
党

日
本
共
産
党

や
ま
ぶ
き
会

政
晴
会

市
民
フ
ォ
ー
ラ
ム

民
主
党

無
所
属

10人 ７人 ５人 ５人 ３人 ３人 ２人 １人

２０２０年東京オリンピック・パラリンピック対策 継続調査 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

人口問題と社会現象に関すること 継続調査 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

いじめ問題対策 継続調査 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

川越駅周辺対策 継続調査 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

請願 １ 戦争につながる安全保障関連二法案（国際平和支援法案、平和安全
法制整備法案）の廃案を求める意見書採択についての請願書 継続審査 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

議案 43 川越市まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会条例 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案 44 川越市税条例等の一部を改正する条例 原案可決 ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○

議案 45 川越市個人情報保護条例の一部を改正する条例 原案可決 ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○

議案 46 川越市介護保険条例の一部を改正する条例 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案 47 川越市食品衛生法施行条例の一部を改正する条例 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案 48 川越市建築基準法関係手数料条例等の一部を改正する条例 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案 49 川越駅西口市有地利活用事業者選定委員会条例 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案 50 川越市役所本庁舎耐震改修工事請負契約の変更 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案 51 東武東上線新河岸駅自由通路整備工事の施行に関する協定 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案 52 訴えの提起 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案 53 平成２７年度川越市一般会計補正予算（第１号） 原案可決 ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○

議案 54 平成２７年度川越市介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

同意 ３ 監査委員の選任につき同意を求めること〈新井喜一氏〉 同　　意 ○ ○ ○ ※１ ○ ○ ○ ○

同意 ４ 監査委員の選任につき同意を求めること〈小ノ澤哲也氏〉 同　　意 ○ ※ 2 ○ ○ ○ ○ ○ ○

議員提出議案3 川越市議会会議規則の一部を改正する規則 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

決議 １ 菓子屋横丁の復興に関する決議 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
＊議長は採決に加わっておりません

※１…議案に関係する議員 1 人は、採決に加わっておりません。賛成４人　　※２…議案に関係する議員 1 人は、採決に加わっておりません。賛成６人

議案議決結果一覧表
 　○……賛成　　×……反対　　△……退席

図
書
館
／
市
民
セ
ン
タ
ー
／
議
会
事

務
局
／
情
報
公
開
窓
口（
東
庁
舎
）

川
越
市
議
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

ご
覧
に
な
れ
ま
す
。

図
書
館
等
、議
会
Ｈ
Ｐ
で

８
月
下
旬
頃
か
ら
閲
覧
で
き
ま
す
。

15

本
会
議
に
お
け
る

議

　案

　質

　疑

【
質
疑
を
し
た
会
派
名
】


